
 

 

 

 

 

１「アンダー210いが推進運動」（アンダー210） 

伊賀労働基準監督署では、平成 31 年から、管内の１年間の休業４日以上の死傷者数 210 人未満等

（アンダー210）を目標に取り組んでいますが、５年連続で達成することができていません。 

このため、令和６年も「アンダー210」を、管内事業場の労働者の皆さん、事業場の皆さん、労働災

害防止団体の皆さんと目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ２月末現在の伊賀労働基準監督署管内の労働災害発生状況（業種別・事故の型別） 
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３ 伊賀労働基準監督署管内の労働災害発生状況の推移（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

R6.3 

（（新型コロナウイルス感染症による死傷者Ｒ３：２人を除く。） 
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※基礎資料 労働者死傷病報告 

※死傷者数は、死亡者数と休業４日以上の負傷者数の合計です。 

※単位：全て人 ※新型コロナウイルス感染症による死亡・り患者を除きます。 
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